
平 成 ２ １ 年 度

掛川市教育委員会の事務に関する

自己点検・評価報告書

（平成２０年度対象）

平成２１年１２月

掛 川 市 教 育 委 員 会



本報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条に基づき

平成２０年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につい

いて、点検及び評価を報告するものです。

平成２１年１２月１４日

掛川市教育委員会教育委員

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日

委 員 長 小 澤 辰 幸

（５月１０日まで）

委員長職務代理者 松 下 一 徳

委 員 平 松 季 哲

委 員 山 本 和 子

教 育 長 杉 浦 靖 彦



目 次

１ はじめに １

２ 点検・評価の導入の目的 １

３ 点検・評価の対象 １

（１） 教育委員会の活動 ２

（２） 教育委員会が管理・執行する事務 ２

（３） 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 ３

４ 点検・評価の方法 ４

５ 掛川市教育委員会の自己点検・評価シート ６

６ 総合評価 １４

７ 評価を受けて １６

８ 資料編 １７

（１） 平成２０年度「掛川市の教育〈人づくり構想かけがわ 」 １７〉

（２） 関係法令 １８

（３） 平成２０年度教育費予算 １９

（４ 『第１次掛川市総合計画』数値目標に対する）

平成２０年度の状況 ２０

（５）用語解説 ２１



1

１ はじめに

掛川市教育委員会では 「第１次掛川市総合計画」の政策大綱「生涯にわたり、

自己を高め、心豊かに暮らせるまち」に基づき 「人づくり構想かけがわ」を策、

定し、基本目標や取り組むべき施策を明らかにしています。

この「人づくり構想かけがわ」は市民に公表するとともに、市議会をはじめ校

長会、園長会等に説明を行い共有化し、施策の実現に努めています。

このような中、平成１９年６月「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

が一部改正され、平成２０年４月１日から施行されました。改正にあたって、教

育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評

価を行い、議会に提出するとともに公表しなければならないとされました。

そのため、掛川市教育委員会では、法の趣旨に基づき、平成２０年度の教育委

員会活動に関する報告書を下記のとおり作成しました。

２ 点検・評価の導入の目的

教育委員会制度は、首長から独立した合議制の教育委員会が、教育行政に関す

る基本方針を決定し、その基本方針のもと、教育長及び事務局が広範かつ専門的

な教育行政を執行する制度です。

そのため、教育委員会の基本方針に沿って、具体的な教育行政が執行されてい

るかどうかについて事後にチェックする必要があります。また、教育委員会は地

、 。域住民に対する説明責任を果たし その活動を充実することが求められています

こうしたことから、法改正においても教育行政の執行状況について、点検・評

価を実施することが義務づけられ、教育行政の基本的な方針策定と同様に、教育

委員会が、管理・執行しなければならない事務として位置づけられました。

３ 点検・評価の対象

(１) 対象年度：平成２０年度

(２) 対象内容：教育委員会の活動状況、教育委員会が管理・執行する事務、

教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務
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① 教育委員会の活動

教育行政の基本的な施策の決定や諸問題の解決策の重要案件等を審議決定する

ため、原則として毎月１回定例会を開催し、必要に応じ緊急案件を審議する臨時

会を開催しますので、その開催状況や運営状況について評価を行います。

、 、 、 、また 会議の公開 保護者や地域住民への情報発信 教育委員会・首長の連携

教育委員の自己研さん、幼稚園・幼保園や小中学校・所管施設の訪問状況等につ

いても評価を行います。

② 教育委員会が管理・執行する事務

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条及び「掛川市教育委員

会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則」第２条に規定されている

以下の１５項目の事務の管理・執行について対象とします。

ア 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること

イ 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関する

こと

ウ 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関す

ること

エ 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の

任免、その他の人事に関すること

オ 教育予算その他議会の議決を経るべき事項

カ 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導の基本方

針に関すること

キ 重要な教育財産の取得及び処分を申し出ること

ク 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること

ケ 教育委員会に設置された附属機関の委員の任免を行うこと

コ 学校の通学区を設定し、又は変更すること

サ 教科書の採択に関すること

シ 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること

ス 掛川市文化財保護条例の規程に基づく文化財の指定、解除に関すること

セ 請願及び重要な陳情・要望に関すること

ソ その他重要かつ異例な事項に関すること



3

③ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

平成２０年度掛川市の教育は、基本目標を「夢実現に向かう、心豊かで凜(り

ん)とした市民」の育成とし、基本方針を「知性と創造性にすぐれ、豊かな心と

健やかな体をそなえた、自己実現をめざす自立した市民」の育成としました。

構想推進の基本的な考え方は３点あり、１つ目は「掛川市総合計画」の段階的

推進を図る。２つ目は、市民総参加による教育の振興に努める 「かけがわ教育。

の日 。３つ目は 「生涯学習運動」が豊かに花開くまちづくりの一翼を担う、で」 、

す。

そして 「人づくり構想かけがわ」の基本目標・基本方針を実現させ「乳幼児、

教育・学校教育・社会教育」の具現化を図るため、以下のとおり重点と具体的施

策を定めていますので、これらを評価の対象とします。

○乳幼児教育・・・豊かなふれ合いや生活体験の中で個性を発揮し、自立心と

人とかかわる力のある子どもの育成。

① 教育・保育内容の充実

② 保育者の資質・意欲の向上

③ 安全・安心で豊かな園環境の整備

④ 家庭や地域社会と連携した園

⑤ 保育一元・幼保一元化の推進

○学校教育・・・・夢に向かって、自ら考え自ら判断し、心豊かにたくましく

生きる子どもの育成。

① 「確かな学力」の向上をめざす学校

② 豊かな感性、健やかな心身を育む学校

③ 家庭・地域社会と連携した開かれた学校

④ 社会の変化に対応する学校

⑤ 信頼される学校

○社会教育・・・・市民の主体性を尊重し、学校・家庭・地域社会の連携・協

力のもと、心身共に健康でたくましく知性と創意に富み、
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郷土に誇りと愛着を感じる市民の育成。

① 次代を担う青少年健全育成の推進

② 家庭教育力の向上

③ 生きがいに満ちた豊かな人・暮らしづくり

④ 郷土の歴史や文化を愛する心の育成

⑤ 生涯スポーツの振興

４ 点検・評価の方法

点検・評価は、自己点検・評価シートを作成し、事業内容・事業体系を大項目・中項目

・小項目に区分し、大項目１では、小項目単位で、大項目２では、中項目単位で、さらに

大項目３では、重点と具体的施策ごとに自己点検・評価を行います。評価の項目数は４

１項目です。

自己点検・評価の内容については、外部識者により組織された、「掛川市教育委員会

評価委員会」において検討を行います。

（１） 大項目 「１ 教育委員会の活動」 項目番号１～８

教育委員会の活動について、８つの小項目に分け、教育委員会の運営状況や教

育委員会と事務局との連携などを点検・評価します。

小項目ごとに「優先度」「達成度」を設定し、「２０年度実績」欄に２０年度の実施内

容を、また「２０年度点検評価」欄には反省や今後の課題などを記入します。

（２） 大項目 「２ 教育委員会が管理・執行する事務」 項目番号９～２３

２０年度に審議した案件とその審議状況をまとめることにより、点検・評価としま

す。

（３） 大項目 「３ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」

項目番号２４～４１

「掛川市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則」等によ

り、教育長に委任されている事務について、点検・評価します。

重点と具体的施策ごとに「優先度」「達成度」を設定し、「２０年度実績」欄に２０年度

の実施内容を、また「２０年度点検評価」欄には反省や今後の課題などを記入しま

す。
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掛川市教育委員会評価委員会

１ 委員名簿

２ 開催の経緯

平成２１年

７月 ８日（水） 第１回評価委員会

○委員の委嘱

○平成２１年度自己点検・評価シート（対象：２０年度）、評価の方法について協議

８月２６日（水） 第２回評価委員会

○平成２１年度自己点検・評価シート（対象：２０年度）の形式について協議

９月３０日（水） 第３回評価委員会

○平成２１年度自己点検・評価（対象：２０年度）の内容について協議

○総合評価について協議

１０月２７日（火） 第４回評価委員会

○平成２１年度掛川市教育委員会の事務に関する自己点検・評価報告書につ

いて協議

役　職 氏　名 備　考

委員長 山﨑保寿 静岡大学教育学部　　教授

副委員長 和久田雅之 掛川市図書館協議会　会長

委　員 山下　徹 静岡新聞社　編集局文化生活部　専任部長

委　員 宇佐美千穂 掛川市民大学院　卒業生

委　員 鈴木真由美 掛川市ＰＴＡ連絡協議会　理事（母親代表）
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総合評価

１．評価できる点について

全体的に、優先度の高い項目は達成度が高く、掛川市の教育施策が順調に進捗している

と判断できる。特に 「人づくり構想かけがわ」の基本目標に向けて具体的施策の対象年、

度分が計画通り達成されている。

領域別に見ると、乳幼児教育については、幼保の一元化を先進的に実施してきたこと、

「幼保小中一元化」と「特別支援教育」の理解推進を重要テーマに据えた取り組みを進め

ていることが評価できる。学校教育については、自己点検・評価に向けて努力しているこ

とが理解できる。社会教育については、学校教育に比して統一目標を設定することが難し

い面があるが、概ね努力していると評価できる。

また、教育委員会の活動については、教育委員会会議での活発な議論が行われているこ

と、事務局および市長部局との連携が図られていること、教育委員の学校・教育現場訪問

の意欲が高いことが評価できる。

２．今後の課題

教育委員会の活動に関しては、教育委員への負担と市民参加のバランスを考え 「掛川、

方式」を作っていくことが重要である。教育委員会の活動が形式的にならないためにも、

教育委員にできるだけ市民の会合やイベントに出てもらうよう努めることが大切である。

評価結果に関しては、情報公開に関する項目は、優先度が高いにもかかわらず達成度が低

いので、今後は、情報公開（点検評価の報告、移動教育委員会その他）を積極的に推進す

る必要がある。

乳幼児教育に関しては、リーダー交流研修会の一層の充実、家庭・地域社会との連携が

今後の継続的な課題である。

学校教育に関しては 「小中一貫教育」に掛川らしさをどう盛り込めるかが今後の鍵に、

なる 「社会の変化に対応する学校」の項目については、外国人に加え困窮家庭なども支。

援対象にすることが望ましい。

社会教育に関しては、市の部局やＮＰＯ等が実施している講座などを一括して市民に情

報提供するシステムづくりを教育委員会（事務局）が担うことが望ましい。また、社会教

育の「歴史・文化」の中に、芸術も含めることを検討したい。特に、文化面では、掛川出

身の作家の方など、現在や過去において、活躍中の人を活用することが重要である。社会

教育として、本を読む習慣は大人にも求めたい。

最後に、教育目標の達成には長期の年月が必要であり、対象年度内の努力がその年度内

の実績に必ずしも結びつかないことがある。対象年度内の努力と実績のくいちがいをどう

評価に反映するかが今後の課題である。そのため、長期目標と短期目標を項目毎に立て、

それを踏まえてより厳しい年度毎の達成目標を設定するといった方法を取り入れることが

重要である。今後は、教育委員と評価委員の双方の顔が見える評価にするために、少なく

とも初回は、教育委員と評価委員とが意見交換する場を作る方法に改善する必要がある。

平成２１年１２月１４日

掛川市教育委員会評価委員会

委員長 山 﨑 保 寿
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評価を受けて

教育委員会の事務に関する点検評価を実施するにあたり、客観性、公平性を確保するた

め、今年度から教育に関し学識経験を有する５人の評価委員の方々の豊富な経験や知識を

お借りし、報告書として取りまとめることができました。委員の皆様には活発な協議をし

ていただくなか、各項目すべてについてご意見やご指摘をいただくなど、大変なご苦労を

おかけしましたが、お陰をもちまして、教育委員会活動の充実を図るうえで大変貴重なも

のとなりました。

最初に、大項目１「教育委員会の活動」については、広報誌や市のホームページを活用

したり、園・学校・所管施設訪問の際には意見交換を実施するなど、広く市民の皆様に知

。 、 、っていただきたいと考えております また 教育委員会定例会の運営方法につきましても

活発な議論が展開できるよう、さらに工夫してまいります。

次に、大項目２「教育委員会が管理・執行する事務」については 「地方教育行政の組、

織及び運営に関する法律」や「掛川市教育委員会規則」に則り、その事務の必要性が発生

した際に、すみやかに教育委員会定例会や臨時会において審議や報告を適正かつ効率的に

行なうことができました。一方、定例会等においては、教育委員の活発な意見が求められ

ており、今後は事前の勉強会を開催するなど、より一層の活性化を図っていきたいと考え

ております。

次に、大項目３「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」については 「平、

」 「 」、成２０年度：掛川市の教育：人づくり構想かけがわ に掲げられています 乳幼児教育

「学校教育 「社会教育」の３分野の基本目標と重点施策が評価の対象で、そのほとん」、

どが目標を達成することができました。しかしながら、評価委員から課題やご意見をいた

だいた点もありますので、よく検討し見直しをするなかで、教育行政や重点施策をより良

いものにしていきたいと考えております。

終わりに、点検評価報告書を通じて、多くの市民の皆様に教育委員会の活動や施策につ

いて知っていただき、またご意見をいただきながら、常に見直しを図り、市民総参加によ

る教育の振興に努めていきたいと考えております。

平成２１年１２月１４日

掛川市教育委員会

教育委員長 榛葉恒雄
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参 考 資 料（関係法令）

《地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋 》）

（平成１９年６月２７日改正 平成２０年４月１日施行）

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規程により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の

規程により事務局職員等に委任された事務を含む）を含む ）の管理及び。

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに公表しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うことに当たっては、教育に関

し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

《 （ ）》地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について 通知

（１９文科初第５３５号 平成１９年７月３１日 文部科学事務次官 （抜粋））

第一 改正の概要

教育委員会の責任体制の明確化１

（３）教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検

及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、

公表しなければならないこととしたこと。点検及び評価を行うに当たっては、教

。（ ）育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとしたこと 法第２７条

第二 留意事項

教育委員会の責任体制の明確化１

（３）教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

① 今回の改正は、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況に

ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出し、公表す

ることにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任

を果たしていく趣旨から行うものであること。

② 現在、すでに各教育委員会において、教育に関する事務の管理及び執行の状

況について自ら点検及び評価を行い、その結果を議会に報告するなどの取組を

行っている場合には、その手法を活用しつつ、適切に対応すること。

③ 点検及び評価を行う際、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図る

ことについては、点検及び評価の客観性を確保するためのものであることを踏

まえ、例えば、点検及び評価の方法や結果について学識経験者から意見を聴取

する機会を設けるなど、各教育委員会の判断で適切に対応すること。







 
 

21 

用語解説 

■あ行 

【大石徳四郎奨学財団】 

昭和４２年に大石徳四郎氏（旧大東町出身）が郷土の青少年の育英資金として現金５，２００

万円を町に寄附され、昭和４７年に財団法人大石徳四郎奨学財団が設立された。 

利子運用により、地元出身の学生に奨学金を支給し学資援助を行ってきたが、近年の経済情勢

の変化に伴い、利子運用による奨学金支給事業の継続が困難となり、解散が決まった。 

基本財産については掛川市に寄附され、大東図書館で活用を図ることとなった。 

 

 

■か行 

【かけがわ教育の日】 

平成 19 年度に初めて開催した。市民一人一人が教育の重要性を認識し、学校・家庭・地域社

会が連携して、教育のあり方を考え、行動するための契機とし、教育の振興を図ることを目的と

している。また、開催にあたっては、教育を支援している団体による「かけがわ教育の日」協力

団体協議会が組織されている。（平成 21年度現在、協力団体数は 52団体。） 

 

【掛川の教育】 

  掛川市の教育に関する基本的な目標や施策を総合的に示した「人づくり構想かけがわ」にお

ける、乳幼児教育・学校教育・社会教育の基本目標や重点と具体的施策をまとめたもの。 

  毎年印刷・発行され、当該年度の教育施策の基本となる。 

 

【掛川市健康づくり食生活推進協議会】 

地産地消で安全で安心な食卓づくりを目指して、料理実習や味噌作りの伝達講習など、食から

の健康づくりに取り組んでいる団体。昭和４６年設立。平成２１年度では市内２６地区から２３

９人が会員となっている。 

 

【学校経営塾】 

市内学校において、新任の校長、教頭、教務主任に対し、企業の方の講話などを聞く場を設

けて、その経営理念を学び、学校経営に活かすという研修。 

 

【学校サポーター】 

  特別支援教育充実に向け、支援が必要であると判断された学校に派遣され、特別な支援を必

要とする児童生徒の支援に当たる担任の補助を行う者。 
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【学校評価】 

  学校教育法により、学校は教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果

に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努

めなければならない、とされている。 

  具体的には、教職員が行う自己評価、保護者や地域住民などが行う学校関係者評価、専門家

等による客観的な第三者評価が行われる。 

 

【学校評議員】 

「掛川市立小学校及び中学校の管理に関する規則」第３２条により、学校には学校評議員を

置くことができる。学校評議員は校長の推薦により、教育委員会が委嘱し、校長の求めに応じ、

学校経営に関し、意見を述べることができる。 

 

【家庭教育学級】 

  幼稚園や小学校を拠点として、親同士が学習したいことを自ら企画し、計画的・継続的に活

動を行っていく事業。掛川市では幼稚園・幼保園を拠点として活動している。 

 

【家庭教育出前講座】 

  市内の企業や・事業所に市から講師を派遣し、１時間程度の講座を実施することにより、男

性に基礎的な家庭教育の意義・役割や子どもの心理などを学習してもらう事業。 

 

【教育委員会・教育委員長・教育長】 

 教育委員会とは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき設置された合議制の執

行機関である。 

 委員は議会の承認により首長によって任命され、委員による選挙により、教育委員長が１人選出

される。 

 教育委員会は合議により、教育に関する一般方針の決定など、その権限に属する職務を遂行する。 

 本来の教育委員会とはこの行政委員会を指すが、実務の処理のために、教育委員会事務局があり、

事務職員が置かれている。この組織を広義の「教育委員会」と呼ぶことがある。 

 教育委員会事務局には、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務

をつかさどるため、教育長が 1人置かれている。 

 教育長は教育委員の中から教育委員会が任命する。 
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教育委員会機構図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【校内ＬＡＮ】 

学校内のコンピュータをネットワークで接続したシステム。学校の中で、教員が指導案や教材

などを共有したり、子どもたちの学習成果を保存・発表したり、電子メールなどで交流したりす

ることが可能。さらにインターネットや地域の教育用イントラネットと接続することにより、す

べての教室の端末から、インターネットにアクセスすることが可能になるなど、これからの学校

の情報化に不可欠な学習環境。（ＬＡＮは Local Area Network の略で、日本語では「構内通信網」

と訳される。） 

 

【子育てサポーター】 

子育てサポーターは、家庭における子どもの理解やかかわり方などについて、家庭教育学級等

の学習会の中で悩みを聞いたり、身近な立場で助言を行うなど、家庭教育に関する相談や啓発活

動を行っている。担当は生涯教育課社会教育係。 
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■さ行 

【在園障害児】（発達支援児） 

  実際に在園しており、支援を要する児童 

 

【社会教育委員】 

  社会教育法第１５条の規程に基づいて置かれた委員。市町村の社会教育委員は、当該市町村の

教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会

教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。 

 

【実施設計】 

  建築や都市の設計の一過程。建築を実施可能にするための詳細部分までを含む設計。 

 

【指定研究校】 

  教育委員会で学校を指定し、特定のテーマと期間で教育に関する研究をしてもらうことを指

定研究という。その対象となった学校。 

 

【指導主事】 

  学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従

事する事務局職員を言う。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、「指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、

学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある

者でなければならない」とされ、「大学以外の公立学校の教員をもつて充てることができる」と

規定されている。 

 

【市民大学校・大学院】 

まちづくりや地域づくり、そして掛川について、仲間といっしょに学び、そして体験する社会

人向けの講座。講座の中心となる「人づくり講義」では、まちづくりのエキスパート、行政関係

者、地域づくり実践者などから話を聞き教養を深める。「分科会活動」では、市外のまちづくり

を視察したりグループで掛川のまちづくりについて自由に学ぶ。「学びのバス」では掛川の名所

などを実際に訪ねて楽しく学ぶ。１年間の学びが修了した後は、大学院に進学することもできる。 
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【市民意識調査】 

  複雑・多様化する市民ニーズを的確に捉えることを目的として実施する調査。市内在住で２０

歳以上の市民の中から２，０００人を抽出し、男女比率を１対１として実施する。平成２１年度

の回答率は４５．７％。担当は企画調整課。 

 

【女性会議】 

本市が目指す、今後の男女共同参画社会において、女性がその能力を十分に発揮して地域づく

りに参画できるよう学習を深めるとともに、意見を出し合い市政に参加する活動。女性会議の構

成員は、女性会議員と呼ばれ、公募や地域からの推薦によって決まり、任期は１年。 

  女性会議では、議会傍聴をしたり、市政について学んだり、テーマを決めてグループ別に勉強

会を行ったり、視察研修をしたり、１年を通して様々な学習活動をしている。また、年度末に１

年間の締めくくりとして、例年「模擬市議会」のスタイルで市長や部課長との意見交換を行って

いる。 

 

【青少年健全育成会】 

  掛川市青少年健全育成会は、常に青少年を取り巻く今日的な青少年問題について、市民の創

意を結集し、心身ともに健全な青少年の育成を図るために設立された。 

  掛川市青少年補導センターと連携し、補導活動や街頭キャンペーンを実施している。 

 

【静西教育事務所】 

  静岡市から浜松市まで 10市・４町・２政令市を管轄する静岡県教育委員会事務局の組織。 

 

【全国学力・学習状況調査】 

  国が、全国的な義務教育の機会均等と水準向上のため、児童生徒の学力・学習状況を把握分

析し、教育の結果を検証し、改善を図る事などを目的として実施される。 

  調査対象は小学校第６学年、中学校第３学年の原則として全児童生徒。 

  教科に関する調査（国語、算数・数学）と生活習慣や学習環境等に関する調査が行われる。 
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■た行 

【第 1 次掛川市総合計画】 

  掛川市が目指す将来都市像を示し、実現に向けた新しいまちづくりの指針として平成 19 年

4 月に策定された。 

  平成 28 年（2016 年）を目標年次とし、掛川市のまちづくりの基本的な考え方「基本理念」

と目指すべき「将来像」、その実現に向けた 7 つの柱「政策大綱」を示している。 

  総合計画については掛川市ホームページ上に掲載されている。 

http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/ 

 

【通学合宿】 

異なる学年の子どもが、地域の宿泊可能な施設（公民館、集会所等）で一定期間共同生活を行

いながら学校に通う体験学習。食事の準備や掃除などの基本的な生活を共同で体験することによ

り、集団生活への適応力、生活技能などを身に付ける機会となり、自主性・社会性・協調性・我

慢する力などを育てる。平成 20 年度の実績：６校（桜木小学校、土方小学校、佐束小学校、中

小学校、大坂小学校、千浜小学校） 

 

【特別支援教育・特別支援学級】 

これまでの心身障害教育の対象の障害だけでなく、ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥／

多動性障害）、高機能自閉症を含めて、障害のある児童生徒に対して適切な教育や指導を通じて

必要な支援を行うこと。また、その学級のこと。 

 

【特別支援教育コーディネーター】 

園内の特別支援教育の体制づくりや、保護者の相談窓口、学校、福祉・医療などの関係機関と

の連携窓口として、「連絡調整の役割」を担っている者を言う。掛川市内幼稚園・保育園の場合、

特別支援教育コーディネーターは、各園の主任がその役割を担っている。 

 

【特別支援教育推進検討委員会】 

小中学校における特別支援学級の在り方について、これまでの経過や実情を分析し、子どもた

ちにとって望ましい特別支援学級の在り方について検討する委員会。平成１９年６月に設置され

た。 
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■は行 

【補導センター】 

青少年の保護者からの相談への対応や、関係機関や団体と連携して補導活動を行い、青少年の

健全育成を推進する組織。専任補導委員２５人（中学校教諭９人 高校教諭４人 民間１２人） 

 地域補導委員６７人（民間６７人）という体制で活動している。 

 

【人づくり構想かけがわ推進本部会議】 

  掛川市の教育構想「人づくり構想かけがわ」の基本目標である「夢実現に向かう、 心豊かで

凛(リん)とした市民」の育成を推進し、市長部局と教育委員会とが連携し教育行政に取り組むため

に、設置された会議。市長・副市長・教育委員・各部長が参加し、意見交換を行う。 

 

【保幼小中一貫教育】 

各中学校区内の保育園・幼稚園・小学校・中学校が連携と調整を図り、系統だった園・学校

経営を構想することで指導効果をあげることなどを目的に、異校種間の研修や子どもの交流活

動などを行う事業 

 

 

■や行 

【幼稚園評議員】 

「掛川市立幼稚園の管理に関する規則」第１５条により、幼稚園には幼稚園評議員を置くこ

とができる。幼稚園評議員は園長の推薦により、教育委員会が委嘱し、園長の求めに応じ、幼

稚園経営に関し、意見を述べることができる。 
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